
宗

旨

留

難

細 

川 

行 

信 

昨

年

度(

平
成
元
年
十
一
月
二
十
三
日)

の
教
学
大
会
は
、
真
宗
の
興
隆
に
関
す
る
統
一
テ
ー
マ
の
下' 

い
く
つ
か
の
研
究
発
表
が
行
わ
れ 

た
。

こ
れ
に
つ
い
て
私
見
を
発
表
し
、
特

に

先

年
来
わ

た
く
し
に
問
題
と
す

る
『
教
行
証
文
類
』
信
巻
に
引
か
れ
る
律
宗
の
用
欽
の
文' 

そ

れ

は

「
説
法
難
」

を
釈
す
る
中
で
、

こ

の

「
法
」
す

な

わ

ち

念

仏

が

「
轉
凡
成
聖
」

の
教
で
あ
り
、

い

う

と

こ

ろ

の

「
難
」

は

『
弥
陀 

経
』

の

「
難
信
」

で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

し
た
が
っ
て
、

念

仏

を

停

廃

・
停
止
す
る
弾
圧
を
、

わ

れ

ら

真

宗

学

徒

は

安

易

に

「
法 

難
」

と
い
う
べ
き
で
な
い
事
を
、
源
空
と
親
鸞
さ
ら
に
は
蓮
如
に
ま
で
及
ぶ
伝
統
——
真
宗
の
興
隆
と
護
持
に
つ
い
て
の
史
料
—

よ
り
、

こ

①
 

ん
に
ち
世
俗
の
対
立
論
理
の
中
で
、
念
仏
の
法
の
何
た
る
か
を
押
え
ず
に
用
い
る
の
を
、
自
誡
を
こ
め
て
論
考
を
ま
と
め
た
。
 

而
し
て' 

こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
も
念
頭
か
ら
離
れ
ず
、
今
回
た
ま
た
ま
原
稿
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、

こ
こ
に
源
空
が
浄
土
立
宗
さ
れ 

て
以
来
、
専
修
念
仏
に
対
す
る
弾
圧
が
如
何
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ

の
こ

と

を

特

に

恵

空

の

『
叢
林
集
』

よ
り
史
料
を
求
め
て
み 

た
と
こ
ろ
、
そ

の

巻

九

に

「
宗
旨
留
難
」

と
い
う
一
項
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ

の

「
宗
旨
留
難 

第
七
十
八
」

は
、

元

禄

十

一

年(

一
 

六
九
八)

に

再

治

さ

れ

た

『
叢
林
集
』
全
九
巻
中
、
前
六
巻
の
義
集
四
十
八
に
つ
い
で
、

第

七

・
ハ

・
九
巻
の
事
集
三
十
、
そ
の
最
後
の 

一
項
目
で
あ
り
、
そ
こ
に
次
の
通
り
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ー
 

御
在
世
遠
流
之
事
、
第
一
之
留
難
也
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ー
 

建
暦
二
年
十
月
、.
鎌
倉
寿
福
寺
葉
上
法
印
謗
一
ー
念
仏
一
妨
ー
ー
宗
義
一
時
、

西
信
覚
阿
経
二
奏
聞
一
擎
一
ー
解
状-

以
防
護
、

彼
状
云
、

望
乞 

蒙
ー
ー
恩
裁
つ
欲
卞
誑
一
一
念
仏
者
一
彼
法
印
於
蒋
軍
家
之
前

被
レ
召
ニ
決
両
方
一
令
レ
弘
キ
興
仏
法
之
綱
要
川 

仍
粗
勘
一
ー
事
状7

言
上
如
レ
件
、
 

以
解
、
建
暦
二
年
壬
申
十
月
日' 

沙
門
西
信
覚
阿
等
已
上

ー
 

御
在
世
時
於
ー
一
関
東
一
専
修
一
流
最
危
カ
リ
シ
時
、
性
信
房
等
懇
二
訟
一
ー
事
於
鎌
倉
へ
開
一
ー
排
関
東
之
障7

宗
旨
安
堵
、

粗
見
ー
ー
御
消 

息
集
一

一
 

存
覚
記
云
、
於-
一
関
東-

有
一-
専
修
念
仏
停
廃
事
、

其
時
唯
善
竊
馳
下
、

以
一
一
巨
多
之
料
足
ー
被
レ
申
一
一
成
安
堵
之
御
下
知-

了
、
乃
至
其 

文
於
ー
ー
親
鸞
上
人
門
流
一
者
非
一
ー
諸
国
横
行
之
類
へ 

在
家
止
住
之
土
民
等
勤
行
之
条
、

為
レ
国
無
レ
費
、

為
レ
人
無
レ
煩
、

不
レ
可
レ
混
ー
ー
彼 

等
一
之
由
、
唯
善
為
一
ー
彼
遺
迹
一
所
レ
申
、
非
レ
無
ニ
其
謂
一
之
間' 

所
レ
被
ー
ー
免
許
一
如
レ
件
、
嘉
元
元
年
月
日
、
加
賀
守
三
善
判
巳
上 

一
 

覚
如
上
人
ノ
時
、
正
和
元
年
秋
、
自
一
ー
叡
山
一
以
ニ
事
書
一
妨
一
ー
礙
専
修
寺
之
額
へ
雖
二
事
在
マ
額
意
深
廃
レ
宗
、
申
二
宥
座
首
慈
什
僧
正
一 

遂
帰
一
ー
無
為
一

ー
 

曆
応
元
年
春
、
於
二
備
後
国
主
前
一
与
ー
ー
法
華
宗
一
対
論' 

悟
一
法
師
鮮
勝
決
彼
伏
、
其
事
在
ニ
ー
期
記
ー

ー
 

破
邪
顕
正
鈔
述
作
ノ
由
来
、
又
大
ナ
ル
滯
難
也

一
 

寛
正
年
中
、
大
谷
破
滅
幷
前
後
処
々
難
渋
多
レ
之
事

ー
 

吉
崎
御
退
出
幷
数
多
ノ
難
義
、
加
越
宗
門
迷
惑
ノ
事

一
 

山
科
御
坊
退
転
ノ
事

一
 

山
科
廃
退
ノ
後
、
大
坂
ノ
御
坊
ヲ
武
家
ヨ
リ
攻
ル
事

一
 

実
如
上
人
ノ
時
、
超
勝
寺
教
芳
等
ガ
謀
叛
、

ソ

ノ

事-
一
依
テ
加
能
越
ノ
騒
動
年
ヲ
重
テ
宗
門
留
難
ス
ル
事

一
 

信
長
公
怨
一
ー
本
寺
へ
一
宗
永
滅
ノ
所
為
、
本
寺
及
諸
国
難
義
ノ
事

一
 

教
如
上
人
住
職
ヲ
退
セ
ラ
レ
遂
ー
一
天
下
ノ
門
徒
両
派
ト
ナ
レ
ル
事
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聖
人
以
来
一
宗
之
障
礙
、

或
一
国
一
郡
之
停
廃
、

可
レ
不
ー
ー
悉
記7 

或
有
レ
依
一
ー
他
之
偏
執
嫉
妬つ

或
有
ー
一
門
下
愚
俗
之
偏
党
及
ー
ー
禍
於 

宗7

和
尚
云
、
見
有
修
行
起
嗔
毒
方
便
破
壞
競
生
怨
云
云
、
夫
以
、

釈
尊
開
一
ー
弘
願
於
王
宮
一
依
ー
ー
韋
提
一
遇
一
ー
逆
縁7

聖
人
興
一
ー
真
宗
於 

辺
土
一
座
二
師
弟
一
処
ニ
遠
流
「
蓮
如
被
レ
破
二
大
谷
一
遂
為
二
普
化
之
縁7

教
如
所
レ
黜
ニ
職
位
一
還
成
二
大
興
之
端̂

依
レ
此
思
レ
之
、
闘
静
堅 

固
末
法
之
後
我
宗
独
成
レ
益
也
、
蕖
・
栄
耀
在
二
目
前
へ 

洋
々
利
益
後
人
尚
爾
耳

以
上'

「
宗
旨
留
難
」

の
個
所
を
全
文
所
載
し
た
が
、

そ
こ
に
は
十
四
の
事
件
を
挙
げ
て
年
次
順
に
並
べ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
く
し
に
順
番
を
施
し
て
整
理
し
た
い
。

1
 

承

元

元

年(

一
二
〇
七)

遠

流

。

2

建

曆

二

年(

二

ニ

ニ)

十
月
鎌
倉
寿
福
寺
の
謗
妨
。

3

親
鸞
晩
年
の
鎌
倉
訴
訟
。

4
 

嘉

元

元

年(

一
三
〇
三)

関
東
に
お
け
る
念
仏
停
廃
。

5

正

和

元

年(

一
三
一
ニ)

叡

山

よ

り

の

「
専
修
寺
」
額
の
妨
碍
。

6

元

亨

四

年(

一
三
ニ
四)

『
破
邪
顕
正
鈔
』
述
作
。

7

暦

応

元

年(

一
三
三
ハ)

存
覚
、
備
後
国
で
法
華
宗
と
対
論
。

8

寛

正

年

中(

一
四
六
〇
〜
六)

大
谷
本
願
寺
破
滅
。

9

文

明

七

年(

一
四
七
五)

吉
崎
坊
舎
退
去
の
難
儀
。

10
実
如
時
代(

住
職
一
四
八
九
〜
一
五
二
五)

超
勝
寺
教
芳
の
謀
叛
。

11
天

文

元

年(

一
五
三
二)

山
科
本
願
寺
の
退
転
。

12
天

正

四

年(

一
五
七
六)

信
長
軍
、
大
坂
石
山
を
攻
擊
。

13
天

正

ハ

年(

一
五
ハ
〇)

信
長' 

一
宗
永
滅
を
は
か
る
。
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14
文

禄

二

年(

一
五
九
三)

教
如
、
住
職
を
退
き
、

つ
い
で
分
立
。

右
記
の
順
位
は
恵
空
の
記
載
と
若
干
の
異
な
り
を
以
て
し
た
。

こ
の
う
ち' 
6

と7

に
前
後
す
る
と
こ
ろ
は
、

存

覚

の

『
破
邪
顕
正 

鈔
』
述
作
の
方
が
法
華
宗
と
の
対
論
よ
り
前
で
あ
り
、

ま

た
10
の
教
芳
は
藤
島
超
勝
寺
の
伝
に
よ
る
と
一
五
ニ
ニ
〜
一
五
九
三
年
の
在
世
、
 

そ
の
生
年
の
大
永
二
年
は
実
如
の
晚
年
に
相
当
し
、
同

五

年(

一
五
二
五)

二
月
二
日
に
実
如
は
六
十
八
歳
で
没
し
て
い
る
の
で' 

も
し
教 

芳
の
謀
叛
な
ら
実
如
時
代
の
後
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
、

な
お
若
干
の
問
題
が
残
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
を
一
件
づ
つ
検
討
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
が' 

こ
こ
に
列
挙
す
る
全
十
四
の
事
件
中' 

大
き
く
時
代
別
に
分
け
れ
ば
、
1

・2

・3

は
親
鸞
の
時
代' 

つ
い
で4

・
 

5

-

6

-

7

は
覚
如
、
8
 
- 
9

は
蓮
如
、
10
・
11
・
12
・
13
・
14
は
実
如
以
降
の
時
代
に
と
四
つ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
今
こ
の
う
ち
、
 

親 

鸞
在
世
に
お
け
る
三
件
中
、3

の

鎌

倉

訴

訟

は

『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』(

広
本)

第

七

通

に

い

う

「
鎌
倉
に
て
の
御
う
た
へ
」

で
、

こ
の 

消

息

は

「
七
月
九
日
」

に

「
性
信
御
坊
」
す
な
わ
ち
飯
沼
の
性
信
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
、
鎌
倉
で
の
訴
訟
に
性
信
が
献
身
的
な
苦
労
に 

窺
わ
れ
る
資
料
と
し
て
留
意
さ
れ
、
そ

の

文

中

に

「
お
ほ
か
た
は' 

こ
の
う
た
へ
の
や
う
は
、
御
身
ひ
と
り
の
こ
と
に
は
あ
ら
ず
さ
ふ
ら 

ふ
。
す
べ
て
淨
土
の
念
佛
者
の
こ
と
な
り
。

こ
の
や
う
は
、
故
聖
人
の
御
と
き
、

こ
の
身
ど
も
の
や
う-
'
^

に
ま
ふ
さ
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
こ 

と
な
り
」

と
あ
り
、

つ

ぎ

に

「
念
佛
を
と
べ
め
ら
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
」

と
念
仏
停
止
の
弾
圧
下
い
か
に
対
処
し
た
か
に
つ
い
て' 

さ
ら
に 

「
そ
れ
に
つ
け
て
も
念
佛
を
ふ
か
く
た
の
み
て
、

よ
の
い
の
り
に
、

こ
ゝ
ろ
に
い
れ
て
、
ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
ぞ
お
ぼ
へ
さ
ふ 

ら
ふ
。
御
文
の
や
う
、
お
ほ
か
た
の
陳
狀
よ
く
御
は
か
ら
ひ
ど
も
さ
ふ
ら
ひ
け
り
。
う
れ
し
く
さ
ふ
ら
ふ
」

と
、
性
信
の
陳
状
を
知
っ
て 

喜
ば
れ
た
親
鸞
の
心
境
が
察
せ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
専
修
念
仏
者
の
弾
圧
に
つ
い
て
、
先

に

掲

げ

た

「
故
聖
人
」
す
な 

わ
ち
源
空
の
在
世
中
、

い
ろ
い
ろ
と
申
さ
れ
た
旨
を
消
息
を
通
し
て
親
鸞
は
性
信
に
伝
え
て
い
る
。

こ
の
事
よ
り
私
は
、
ま
ず
源
空
も
四 

国

へ

流

さ

れ

た

所

謂

「
承
元
の
弾
圧
」

に
つ
い
て
、
第
一
の
宗
旨
留
難
を
確
か
め
て
み
た
い
。

こ

の

「
承
元
の
弾
圧
」

は
、
具
に
は
承
元
元
年
の
専
修
念
仏
弾
圧
と
申
す
べ
き
で
、
承
元
元
年
は
十
月
二
十
五
日
に
改
元
さ
れ
、

こ
の 

年
の
二
月
十
四
日
、
興
福
寺
衆
徒
が
源
空
お
よ
び
行
空
や
遵
西
な
ど
が
専
修
念
仏
を
唱
え
他
宗
を
謗
る
も
の
と
し
て
処
罰
す
る
も
の
で
、
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正
確
に
は
建
永
二
年
の
弾
圧
で
は
あ
る
が
、

こ
の
お
り
師
源
空
と
共
に
流
刑
に
処
せ
ら
れ
、
遠

く

越

後

へ

赴

い

た

親

鸞

が

自

ら

「
承
元
丁 

卯
歳
仲
春
上
旬
之
候
」(

『
教
行
証
文
類
』
後
序)

と
誌
し
、

そ

の

の

ち

『
親
鸞
伝
絵
』(

下
ノ
ー)

『
拾
遺
古
徳
伝
』(

七)

な
ど
、

い
ず
れ
も 

「
承
元
」

の
元
号
に
て
用
い
る
の
で
、
そ
れ
に
私
も
し
た
が
い
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
承

元

の

弾

圧
は

周

知

の
ご
と

く

『
歎
異
抄
』

お
わ
り
に
罪
科
記
録
と
し
て
、

こ
ん
に
ち
最
古
の
写
本
す
な
わ
ち
蓮
如
書
写 

本

に

「
後
鳥
羽
院
之
御
宇
法
然
聖
人
他
力
本
願
念
佛
宗
ヲ
興
行
ス 

于
時
興
福
寺
僧
侶
敵
奏
之
上
御
弟
子
中
狼
藉
子
細
ア
ル
ヨ
シ 

无
實 

風
聞
ー
一
ヨ
リ
罪
科
一
一
處
セ
ラ
ル
、
人
數
事
」

と
し
て
、
流
罪
と
死
罪
の
人
名
を
載
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
も
興
福
寺
僧
侶
の
敵
奏
に 

よ
る
と
す
る
の
で
、
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
興
福
寺
奏
状
を
考
究
し
た
い
が
、

こ
れ
に
は
奏
状
の
原
文
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な 

い
。

と
こ
ろ
で' 

こ
の
奏
状
は
起
草
者
の
解
脱
房
貞
慶
の
筆
跡
は
も
ち
ろ
ん
、
鎌
倉
よ
り
室
町
中
期
に
至
る
古
い
写
本
も
伝
わ
ら
な
い
の 

で' 

後

の

書

写

本

に

つ

い

て

『
國
書
總
目
録
』

に
も
と
め
る
と
、
写
本
に
天
文
ハ
年
と
明
和
元
年
お
よ
び
天
保
九
年
の
も
の
が
あ
る
事
が 

知
ら
れ
た
。

こ
の
う
ち
、
天

文

ハ

年(

一
五
三
九)

本
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
も
の
で
、
岩
波
思
想
大
系
15
『
鎌
倉
舊
佛
教
』

に 

原
文
を
掲
載
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
 

天

保

九

年(

一
八
三
一
八)

書
写
の
も
の
は
東
大
寺
図
書
館
に
襲
蔵
さ
れ
、

か

つ

て

伊

藤

祐

晃

も

『
淨 

土
宗
史
の
研
究
』

に
、

こ
の
書
写
本
を
以
て
研
究
を
進
め
ら
れ
た
。
な
お
、
思
想
大
系
本
も
ま
た
東
大
寺
本
を
校
合
に
用
い
ら
れ
る
が
、
 

そ

の

最

後

に

「
天
保
九
年
十
一
月
上
旬
比
以
古
本
令
写
了
三
論
宗
公
周
」

と
誌
し
、
も

と

寛

永

元

年(

一
六
二
四)

の
古
本
を
写
し
た
こ
と 

も
分
か
る
の
で
、
今
回
は
東
大
寺
図
書
館
へ
大
谷
大
学
図
書
館
よ
り
照
会
し
て
も
ら
い
、
現
在
、
博

士

課

程

で

『
西
方
指
南
抄
』

の
研
究 

に
専
念
さ
れ
る
足
立
幸
子
さ
ん
に
依
頼
し
、
資
料
を
調
査
し
て
き
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
そ
れ
を
も
参
考
に
し
て
、
で
き
る
だ
け
正
確
に 

次

に

全

文

を

揭

げ

た

い(

半
葉
七
行
、

一
行
十
七
字
、
カ
ッ
コ
内
は
私
に
補
っ
た
。
な
お
」
は
半
葉
毎
の
切
れ
、

玄
し
は
表
裏
を
示
す)

。

一

攀

寺

奏

状

籃

蠶

警
-
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九
箇
条
之
失
事

第
一
立
新
宗
失

第
二
圖
新
像
失

第

三

輕

釋

尊

失
 

第

四

妨

萬

善

失
 

第

五

背

靈

神

失

第

六

暗

浄

土

失

第

七

誤

念

佛

失

第

八

損

釋

衆

失

第

九

乱

國

土

失

1

-
0
」

ノ 

テ 

ラ 

ヲ 

ク
キ
ウ 

ノ 

ル 

ノ 

ヲ 

興
福
寺
僧
綱
大
法
師
等
誠
惶
誠
恐
謹
言
請
レ
被
卞
殊
蒙
一
一
天
裁
一
永
紅
や
改
沙
門
源
空
所
レ
勧
專
修
念
佛
宗
義
上
状 

テ
カ
ン
カ
フ
ル-
ー
 

ヲ 

リ
ノ 

ニ 

ス 

テ 

ヲ 

ム 

ヲ 

タ
リ
ト 

ニ 

ケ
リ 

ニ 

ヲ 

シ
テ 

右
謹
考
一-

案
内
一
有
ニ
ー
沙
門
一
世
号
ニ
法
然
ー
立
一
ー
念
佛
之
宗
一
勧
ー
ー
專
修
之
行
一
其
詞
雖
レ
似
一
古
師

其
心
多
乖
一
本
説
一
粗
勘
一
ー
其
過

略 

有
ー
ー
九
箇
条-

2
3

」

第
一
立
一
ー
新
宗
一
失
夫
佛
法
東
漸
後
我
亂
有
一
ー
ハ
宗
一
或
異
域
神
人
来
而
傳
受
或
本
朝
高
祖
徃
而
請
レ
益
于
レ
時
上
代
明
王
勅
而
施
行
霊
地 

ニ 

ス 

シ 

ヲ 

ヲ 

ヨ
リ 

タ 

ニ 

時

イ
 

フ 

ッ

チ
 

名
所
隨
レ
縁
流
布
其
興
二
新
宗
一
開
上
一
途
一
之
者
中
古
以
降
絶
而
不
レ
開 

蓋
機
感
已
足
法
将
不
レ
應
之
故
飲
凡
立
レ
宗
之
法
先
分
二
義
道
之

2
X
3
」

ヲ 

ク 

ヲ 

テ 

ニ 

シ

テ

ヲ
 

ト 

ニ 

ニ 

テ 

ヲ 

テ 

浅
深
一
能
弁
ー
ー
教
門
之
権
實
一
引
レ
浅
兮
通
レ
深
會
レ
権
兮
帰
レ
實
大
小
前
後
文
理
雖
レ
繁
不
レ
出
ー
ー
其
ー
法
一
不
レ
超
一
其
一
門-

探
ー
ー
彼
至
極
一
以 

ス 

ト 

ハ 

ニ 

ス
ル-
ー
 

ニ 

ノ 

ヲ 

ト 

ノ 

為
二
自
宗
一
ー
譬
如
ー
ー
衆
流
一
之
衆
巨
海

猶
似
ー
一
万
郡
之
朝
ー
ー
ー
人
一
矣 

若
夫
以
ー
ー
浄
土
念
佛
一
名
一
ー
別
宗
一
者
一
代
聖
教
唯
説
ー
ー
弥
陀
一
佛
之
祢

3
3

」
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名
一
三
藏
旨
帰
偏
在
一
一
西
方
一
界
之
徃
生
一
钦
今
及
一
一
末
代
一
始
令
レ
建
ー
ー
ー
宀
乎
者
源
空
其
傳
燈
大
祖
飲
豈
如
百
済
智
鳳
太
唐
鑒
真
称
千
代 

ト 

ノ 

シ
テ 

ニ

テ

ノ

 

ニ 

マ

ノ

ア

タ

リ

ケ

ヲ

ノ

ヲ

 

之
軌
範
寧
同
高
野
弘
法
叡
山
傳
教
有
一
一
万
葉
之
昌
榮
一
者
乎
若
自
レ
古
相
承
不
レ
始
于-

今
者
逢
誰
聖
哲
一
面
受
ー
一
口
擇-

以
ー
ー
幾
内
證- 

3
X
!
」  

ヲ 

リ 

シ
テ 

テ 

へ
シ 

ヲ

-
ー

ス

ル 

ト 

ナ
リ 

教
二
誡
示
導
一
哉
縱
雖
肴
レ
功
有
レ
徳
須
下
奏
一
公
家(

一)
以
待
中
勅
許
上
私
号
ニ
ー
宗
一
甚
以
不
當 

ヲ 

-
ー

フ 

ノ
ク
ワ
ト
ヲ 

-
ー

ス 

ノ 

ト 

-
ー
 

ノ 

ッ 

ヲ 

ノ 

ハ
マ
ケ
テ 

第
二
圍
一
新
像-

失 

近
来
諸
所
翫
ニ
ー
畫
圖
一
世
号
一
ー
攝
取
不
捨
曼
陀
羅
一
弥
陀
如
来
之
前
有
一
ー
衆
多
人
一
佛
放
ー
ー
光
明
一
其
種
代
光
或
枉 

而 

ェ
 

4
3

」
 

ヨ

コ

ニ

シ 

ハ 

ル 

ニ 

ノ 

フ

ス
 

ト 

シ 

ヲ 

シ 

ヲ 

ス
ル 

ノ 

ヲ 

ノ 

ハ 

ノ 

ノ
ミ 

橫 

照
或
来
而
返
レ
本
是
顕
宗
學
生
真
言
行
者
為
レ
本
其
外
持
ー
ー
諸
経
一
誦
ー
ー
神
呪
一
造
ー
一
自
余
善
根

之
人
也
其
光
所
レ
照
唯
專
修
念
佛
一
類 

ル 

ノ 

ル 

ル
コ
ト
ヲ 

ヲ 

ル 

ヲ 

ユ 

コ
ト
ヲ 

ヲ 

キ 

也
見
一
ー
地
獄
繪
像
之
者
恐
レ
作
一-

罪
障
一
見
ー
ー
此
曼
陀
羅
一
之
者
悔
レ
修
一
ー
諸
善
一
教
化
之
趣
多
以
此
類
也
上
人
云
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
者
経 

4

と

ク 

ニ

シ

テ
 

ヲ 

ヲ 

-
一
 

ノ

-
ー
 

ヒ 

ヲ

X

ル 

ヲ 

ノ 

ヲ 

タ
テ
ン 

文
也
我
全
無
レ
過
云
々
此
理
不
レ
然
偏
修
二
余
善
一
全
不
レ
念
ー
ー
弥
陀
一
者
實
可
レ
漏
一
ー
攝
取
光
一
既
欣
二
西
方
一
亦
念
ー
ー
弥
陀-

寧
以
ー
ー
余
行
一
故
隔
ー
一 

大
悲
光
明 
一
哉

第
三
輕
一
一
釋
尊
一
失 

夫
三
世
諸
佛
慈
悲
雖
レ
均
一
代
教
主
恩
徳
獨
重
有
レ
心
之
者
誰
不
レ
知
レ
之
爰
專
修
云
一
ー
身
不
レ
礼
ー
一
余
佛

」
不
レ
稱
ー
ー 

5

2，
」 

フ 

ト 

ノ 

ノ 

ト
イ
ハ 

ハ

カ
 

ノ

カ

ル

ノ
 

ノ 

カ

ス
 

プ 

セ

イ

タ

リ
 

ヲ 

余

号-

其
餘
佛
餘
号
者
即
釋
迦
等
諸
佛
也
專
修
々
々
汝
誰
弟
子
誰
教
彼
弥
陀
名
号
誰
示
ー
ー
其
安
養
浄
土
一
可
レ
憐
末
生
忘
一
ー
本
師
名-

彼
覺 

-- 

ル 

サ
イ
ナ
ミ
フ 

ノ 

ニ 

親
論
師
法
愛
沙
門
不
レ
及
ー
ー
此
咎
一
尚
蒙
ー
ー
大
聖
呵
一
者
欤
善
導
礼
讃
文
云
南
無
釋
迦
牟
尼
佛
等
一
切
三
寳
我
今
稽
首
礼
南
無
十
方
三
世 

5
4

3
」

盡
虚
空
遍
法
界
微
塵
刹
土
中
一
切
三
寳
我
今
稽
首
礼
云
々
和
尚
意
趣
以
レ
之
可
レ
知
衆
僧
猶
帰
命
况
於
ー
ー
諸
佛
一
哉
諸
佛
尚
不
レ
簡
况
於
ー
ー
本 

6

3，
」

師
一
哉

-- 

ヲ 

ノ 

テ 

フ 

キ 

ノ 

ニ 

ク 

ノ

ニ
 

シ
テ 

ノ 

テ 

第
四
妨
二
萬
善
一
失 

凡
恒
沙
法
門
待
レ
機
而
開
甘
露
良
藥
隨
レ
縁
而
授
皆
是
釋
迦
大
師
無
量
劫
中
難
行
苦
行 

所
レ
得
正
法
也
今
執
一
一
一
佛 

ヲ 

テ

ク
 

ヲ 

ノ
ミ
ニ
ク 

シ
テ 

-7 

ス
ル
ノ
ミ-- 

フ 

ニ 

ル

タ
 

ノ

如

ク

リ
 

ノ

如

ク

ク
 

ハ

イ
 

之
名
号
一
都
塞
ー
出
離
之
要
路2

否
一
唯
自
行
一
普
誡
一
ー
国
土-

不
二
唯
棄
置
一
到
及3

軽

賤

一

而

間

浮

言

雲

興

邪

執

泉 

湧
或
云
卞
讀
ー
ー
法

6
.
〇
」  

ヲ 

ト 

-- 

シ
テ 

ノ 

ト

モ

ノ

ハ
(

是
)
 

シ 

ヲ 

-
一
 

テ 

ヲ 

花

経-

之
者
堕
由
地
獄
上
或
云
卞
受
ー
ー
持 

法
花
一
浄
土
業
因
土
者
足
謗
大
乗
人
也
云
々
本
誦
一
ー
八
軸
十
軸
一
及
ー
ー
千
部
万
部
一
之
人
聞
ー
ー
此
説2

永 

テ 

ス 

ユ 

ヲ 

ノ 

ル 

ニ 

ニ

ク
 

ノ 

ノ 

シ
テ 

以
癡
退
到
悔
ー
ー
前
非
一
取
レ
捨
本
行
宿
習
實
深
取
レ
企
念
佛
薫
修
未
レ
積
中
途
仰
天
歎
息
者
多
矣
此
外
花
嚴
般
若
之
帰
依(

真)

言
止
観
之
結

7
3

」
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シ
フ 

キ

ウ

ハ

X

ハ 

ノ

シ

テ
 

タ

ク
 

ノ

シ
 

ノ 

ニ

ケ
 

タ
ノ
ミ
シ 

ハ 

ハ 

ノ 

縁
十
之
ハ
九
皆
以
弃
置
如
ー
一
堂
塔
建
立
尊
像
造
圖
輕
レ
之
咲
レ
之
如
レ
土
如
レ
沙
福
惠
共
闕
現
當
憑
少
上
人
者
智
者
也
自
定
無
ー
ー
謗
法
心-

欤 

-- 

ハ 

テ 

ノ 

タ 

シ 

ノ 

フ 

但
門
弟
之
中
其
實
難
レ
知
至
二
愚
人-

者
其
悪
不
レ
少
根
本
枝
末
恐
皆
同
類
也
昔
信
行
禪
師
之
立
二
三
階
行
業
一
孝
慈
比
丘
之
止
ー
二
乗
讀
誦
一

7

し
」

全
不
レ
輕
一
ー
大
乗
一
量
一
末
世
機
一
制
ー
一
止
其
行
一
然
信
行
成
一
ー
大
蛇
身
一
百
千
徒
衆
住
一
一
其
口
中
孝
慈
當-
ー
鬼
神
之
害
一
士
人
同
類
忽
臥
二
高
座 

下-

謗
一
ー
大
乗-

業
罪
中
最
大
雖
一
一
五
逆
罪
一
復
不
レ
能2

及
是
以
弥
陀
悲
願
引
攝
雖
レ
廣
誹
謗
正
法
捨
而
無
レ
救
於
戯
西
方
行
者
所
レ
憑
在 

8

2，
」

レ
誰
乎

二 

ヲ 

ハ 

ル 

ダ 

フ 

(

恃
)

シ
テ
ハ 

ヲ 

二 

第
五
背
ー
ー
霊
神
一
失
念
佛
之
背
永
別
一
一
神
明
一
不
レ
論
二
権
化
實
類

不
レ
憚
一
ー
宗
廟
大
社
一
若
牒
ー
ー
神
明
一
必
堕
ー-
魔
界
一
云
々
於
ー
ー
實
類
之
鬼

8

匕

」 

ノ 

ニ 

ノ 

ス 

ノ

-
ー
 

テ 

ーー
 

神
一
者
置
而
不
レ
論
至3

権

化

垂

跡-

者
既
是
大
聖
也
上
代
高
僧
皆
以
帰
敬
彼
傳
教
参
一
宇
佐
宮
一
参
一
春
日
社-

各
有
二
奇
特
之
瑞
相
一
智
證 

詣
ー
ー
熊
野
山
一
請
ー
ー
新
羅
神
一
深
祈
ー
ー
門
葉
之
繁
昌
一
行
教
和
尚
袈
裟
之
上
三
尊
宿
レ
影
弘
法
大
師
畫
圖
中
八
幡
顕
レ
質
是
皆
不
レ
及
ニ
法
然
一
之

9
3

」
 

人
欤
可
レ
堕
二
魔
界
一
之
僧
飲
就
レ
中
行
教
和
尚
帰
一
ー
大
安
寺
？
造
ニ
二
階
樓-

上
階
安
一
ー
八
幡
御
霖
一
下
階
持
一
一
一
切
経
論
一
神
明
若
不
レ
足
レ
拝

- 

ノ 

ス 

ヲ 

テ 

者
如
何
安
一
一
聖
鉢
於
法
門
之
上
一
哉
末
世
沙
門
猶
敬
二
君
臣
一
况
於
ー
ー
霊
神
一
哉
如
レ
此
兼
鹿
言
尤
可
レ
被
ー
ー
停
廃
ー9

.〇
」  

ニ

キ
 

ニ 

ニ 

ヲ 

ノ 

ト 

ニ 

?
 

攻

欤
 

シ 

フ 

シ 

-
一
 

第
六
暗
ー
ー
浄
土
一
失 

勘
一
ー
観
無
量
壽
経
一
云
一
切
凡
夫
欲
レ
生
ー
ー
ー
彼
国
一
者
當
レ
修
一
三
一
業
一
ー
者
孝
一
ー
養
父
母
一
奉
ー
ー
仕
師
長
一
慈
心
不
殺
修
十
善 

業
一
二
者
受
ニ
持
三
帰-

具
二
足
衆
戒
一
不
レ
犯
ニ
威
儀
ニ
二
者
發
二
菩
提
心
一
深
信
二
因
果
一
讀
二
誦
大
乗
一
云
云
又
九
品
生
中
説
二
上
品
上
生
一
云

10
こ 

文

欤

シ 

ノ 

ヲ 

ヲ 

ハ

文

欤 

ノ 

ノ 

-
ー

セ

リ 

ノ

フ
 

具
二
諸
戒
行
一
讀
誦
大
乗
一
中
品
下
生
孝
養
父
母
行
世
仁
慈
云
云
曇
鸞
法
師
者
念
佛
大
祖
也
於
徃
生
上
輩
出
二
五
種
縁
ー
其
四
云
修
二
諸
功
德
一 

文

欤

ノ 

ー
一
立
塔
像
イ 

シ
テ 

ノ

ッ
 

フ 

ヲ 

カ 

フ 

ト 

ル 

ト 

ノ 

中
輩
七
縁
之
中
起
塔
寺
飯
食
沙
門
云
云
又
道
綽
禪
師
會
二
常
修
念
佛
三
昧
文
一
云
行
二
念
佛
三
昧
一
多
故
言
二
常
修
一
非
レ
謂
三
全
不
レ
行
二
余
三

10
匕

」 

ヲ 

ノ 

ト
云
フ
コ
ト 

シ
ウ(

葺
)
 

マ
テ 

ニ 

ト
ン 

昧
一
也
云
云
善
導
和
尚
者
所
レ
見
塔
寺
無
レ
不
一
一
修#

一
然
者
上
自=

三
部
之
本
経
一
下
至
ー
ー
ー
宗
之
解
釋-

諸
行
徃
生
盛
所
レ
許
也
加
レ
之
曇 

融
亘
レ
橋
善
晟
造
レ
路
常
旻
修
レ
堂
善
胄
拂
レ
坊
空
忍
採
レ
花
安
忍
燒
レ
香
道
如
施
レ
食
僧
慶
縫
レ
衣
各
以
ー
ー
事
相
一
善
一
皆
得
二
順
次
徃
生
一
僧
喻

113

」 

シ
「

ヲ 

セ
シ 

ノ 

ニ 

-- 

シ
テ 

ッ 

之
持
ー
ー
阿
含
一
行
街
之
講
二
攝
論
ー
雖
二
小
乗
一
経
一
雖
一
ー
凡
智
講
解
ー
各
有
一
ー
感
應
一
實
詣
一
ー
浄
土
一
沙
門
道
俊
者
念
佛
無
レ
隙
不
レ
書
ー
一
大
般
若
一
覺

22



親
論
師
者
專
修
忘
レ
他
不
レ
造
ー
ー
釈
迦
像
一
皆
妨
一
ー
徃
生
願
一
蒙
一
大
聖
誡
一
永
改
ニ
其
執
ミ
遂
生
一
ー
西
方
一
當
レ
知
不
レ
依
二
余
行
一
不
レ
依
ー
ー
念
佛
一
出 

11
匕
」

離
之
道
只
在
ー
ー
于
心
一
矣
若
夫
法
花
雖
レ
有
二
即
徃
安
樂
文
一
般
若
雖
レ
有
二
随
願
徃
生
之
説-

彼
猶
惣
相
也
少
分
也
不
レ
如
ー
ー
別
相
念
佛
一
不
レ 

及
ニ
決
定
業
因
ー
者
惣
則
攝
レ
別
上
必
兼
レ
下
佛
法
之
理
其
徳
必
然
何
以
二
凡
夫
親
疎
之
習
一
誤
失
二
佛
界
平
等
之
道
一
若
徃
生
浄
土
者
非
二
行 

12
2.
」

ニ 

ム 

ヲ 

ハ 

ニ 

ノ 

ク
ハ 

ノ 

ル7

ノ

-
ー
 

モ
ノ 

シ
テ 

ノ 

ト 

者
之
自
カ
ー
者
只
憑
ー
ー
弥
陀
之
願
力
一
於
ー
ー
余
経
余
業
一
者
無
ー
ー
引
攝
別
縁

無
二
来
迎
別
願
一
於
對
ー
ー
念
佛
人
一
不
レ
能
一
ー
及
ー
者
為
一
ー
弥
陀
所
化
一
可 

レ
預
来
迎
一
豈
異
人
哉
是
人
也
逢
二
釈
迦
之
遺
法
一
修
二
大
乗
行
業
一
即
其
穌
也
若
不
レ
帰
ニ
彼
尊
ー
者
實
可
レ
謂
二
無
縁
一
若
不
レ
兼
二
念
佛
一
者
且

124

」

可
レ
為
二
闕
業
一
既
兼
一-
二
邊
一
何
漏
ー
ー
引
攝
一
若
無
ー
ー
專
念
一
故
不
一
一
徃
生
一
者
智
覺
禪
師
毎
日
兼3

修
一
百
ケ
之
行
一
何
得
一
ー
上
品
生
々
一
哉
凡 

造
悪
人
者
難
レ
救
而
恣
救
ロ
稱
小
善
者
難
レ
生
而
俱
生
乃
至
十
念
之
文
其
意
可
レ
知
而
近
代
之
人
到
忘
レ
本
而
付
レ
末
憑
レ
劣
而
欺
レ
勝
寧
叶
ー
ー

132

ニ 

シ
ク 

コ
ト
ヲ 

カ

ワ

ッ

テ-
ー

ル

器

イ
 

ヒ 

ニ 

ヲ 

ト 

-- 

佛
意
一
或
彼
帝
王
布
レ
政
之
庭
代
レ
天
授
レ
官
之
日
賢
愚
随
レ
品
貴
賤
尋
レ
家
至
愚
之
者
縱
雖
レ
有
二
夙
夜
之
功

不
レ
任
一
ー
非
分
之
職
ー
下
賤
之 

輩
縱
雖
レ
積
ニ
奉
公
之
勞
一
難
レ
進
二
卿
相
之
位
一
大
覺
法
王
之
国
凡
聖
来
朝
之
間
授
ニ
彼
九
品
之
階
級
一
各
守
ニ
先
世
之
徳
行
一
自
業
自
得
其
理

13-0

」

ナ

リ
-
一
-
ー

テ 

ヲ 

ヲ 

ノ 

ク 

シ 

ノ 

ニ

ク
 

(

恃
) 

必
然
而
偏
憑
ー
ー
佛
カ
ー
不
レ
測
ー
ー
涯
分

是
則
愚
癡
之
過
也
就
レ
中
假
名
念
佛
浄
業
難
レ
熟
順
次
徃
生
本
意
有
一
一
違
失
一
戒
惠
俱
闕
所
レ
特
何
事 

哉
若
経
二
生

(々

一)
漸
可
二
成
就
一
者
一
乗
薰
修
三
密
加
持
豈
亦
無
ニ
其
カ
ー
哉
同
雖
レ
沈
愚
團
者
深
沈
共
雖
レ
浮
智
鉢
早
浮
况
智
之
兼
レ
行
虎
之

148

」

有
レ
翅
也
以
レ
ー
遮
レ
多
佛
宜
一
照
見
一
但
如
レ
此
評
定
自
レ
本
不
レ
好
一
ー
專
修
黨
類
一
謬
以
ー
ー
井
蛙
一
之
智
猥
斥
ー
ー
海
竈
之
徳
一
之
間
黙
而
難
レ
止
遂 

シ

及
二
天
奏
一
若
愚
癡
道
俗
不
レ
得
二
此
意
一
或
軽
二
徃
生
之
道
一
或
退
二
念
佛
之
行
一
或
又
不
レ
兼
二
余
行
一
無
レ
生
二 

浄
土 
一
者
全
非
二
本
懐
一
還
可
ニ 

14
匕

」

テ 

カ
キ
ン 

ニ 

フ 

.- 

禁
制
一
縱
又
依
ー
ー
此
事
一
雖
レ
為
二
念
佛
瑕
瑾
一
比
ー
ー
其
軽
重-

猶
不
レ
知
ー
ー
宣
下
一
软

玉

ノ

疵

第
七
誤
ー
ー
念
佛
失
先
於
ー
ー
所
念
佛
一
有
レ
名
有
レ
鉢
其
駄
中
レ
有
レ
事
有
レ
理
次
付
ー
ー
能
念
々
相
一
或
口
称
或
心
念
彼
心
念
中
或
繫
念
或
観
念
中 

153

」

リ 

ニ 

テ 

ニ 

ナ
リ 

ニ 

ハ 

ヲ 

二 

ニ 

ノ 

ニ

テ
 

自
一
ー
散
位
一
至
一
一
定
位
一
自
二
有
漏
一
及
ー
ー
無
漏
一
浅
深
重
々
前
劣
後
勝
然
者
口
唱
一
ー
名
号
一
不
レ
観
不
レ
定
是
念
佛
之
中
篦
也
浅
也
若
随
レ
世
依
レ 

人
此
又
雖
レ
足
正
及
ー
ー
校
量
一
者 

争 

不
レ
弁
ー
ー
差
別

爰
專
修
蒙
一
ー
如
レ
此
難
一
之
時
不
レ
顧
ー
ー
万
事
一
只
答
ー
一
一
言
一
是
弥
陀
大
願
有
一
ー
四
十
八
一
念

15
し

」

23



佛
徃
生
第
十
八
願
也
何
隠
二
氽
許 

大
願
一
唯
以
ニ
ー
種
一
号
二
本
願
一
哉
付
ニ
彼
一
願
乃
至
十
念
ー
者
擧
ニ
其
最
下
一
也
以
二
観
余(

一)
為
レ
本
下
及
二 

-
ー
 

ヲ 

テ 

ト 

ヲ 

テ 

ノ 

ナ
ル 

ニ 

(

逼
)
-

一

ハ 

口
称
一
以
二
多
念
一
為
レ
先
不
レ
捨
二
十
念
一
是
大
悲
至
深
佛
力
尤
大
也
其
易
レ
導
易
レ
生
者
観
念
也
多
念
也
依
レ
之
観
経
云
若
人
苦
通 

不
レ
得
二

16
こ 

念

佛-

應
レ
称
二
無
量
寿
佛
一
云
云
既
称
名
之
外
有
一
一
念
佛
言
一
知
其
念
佛
是
心
念
也
観
念
也
彼
勝
劣
両
種
之
中
如
来
之
本
願
寧
置
レ
勝
而
取
レ 

劣
哉
何
况
善
導
和
尚
發
心
之
初
見
二
浄
土
圖
一
嘆
云
唯
此
観
門
定
超
二
生
死
一
遂
入
二
此
道
一
發
二
得 

三
昧
一
定
知
彼
師
自
行
十
六
想
観
也
念

16
匕

」

ト
ヲ 

リ 

ノ

ヲ
 

ル 

善

導

製

作

ノ

文

名

也
 

ト 

ト 

-
ー
 

セ

ン

ノ

ヲ
 

佛
之
名
兼
二
観
レ
与
一 

ロ
若
不
レ
然
者
作
二
観
経
疏
一
亦
作
二
観
念
法
門
云
二
本
経
一
云
二
別
草
一
題
目
何
表-
一
観
字
一
哉
而
観
経
付
嘱
之
文
善
導

7

」 

一
期
之
行
唯
在
ー
ー
佛
名
一
者
誘
ー
ー
下
機
一
之
方
便
也
彼
師
解
釈
詞
有
二
表
裏
ー
慈
悲
智
恵
善
巧
非
レ
ー
守
レ
机
儻 

開
一-
過
於
祖
師
一
飲
誤
亦
雖 

レ
付
二
口
稱
二
ニ
心
能
具
四
修
無
レ
闕
真
實
念
佛
名
為
二
專
修
一
只
以
レ
捨
二
余
行
一
為
レ
專
以
レ
動
ー
一
口
手
一
為
レ
修
可
レ
謂
不
專
之
專
也
非
修
之
修

け
む
」
 

也
憑
一
一
虚
假
雜
毒
之
行
ー
作
一
ー
決
定
徃
生
之
思
一
寧
善
導
之
宗
弥
陀
之
正
機
哉
凡
云
一
ー
浄
土
ー
云
ー
ー
念
佛
一
云
一
ー
業
因
ー
云
一
ー
徃
生
一
江
湖
之
浅
深 

難
レ
分
行
道
之
遠
近
易
レ
迷
若
不
レ
學
二
諸
宗
之
性
相
一
者
爭 

輙 

知
ニ
ー
門
之
真
實
一
哉
爰
我
法
相
大
乗
宗
者
源
出
二
釋
尊
慈
尊
之
肝
心
一
詳

183

」
 

載
一
ー
本
経
本
論
之
誠
文
一
印
度
則
千
部
論
師
十
大
菩
薩
立
一
ー
破
有
空
執
一
晨
旦
亦
三
藏
和
尚
百
本
疏
主
相
承
無
レ
謬
雖
二
道
綽
善
導
之
説

未
レ
足
ー
一
依
憑
一
然 

而
彼
亦
為
二
一
ー
昧
發
得
之
人-

豈
背
ー
ー
生
補
處
之
説
ー
互
求
二
會
通
一
勿
レ
好
一
一
乖
靜2

18
鸟 

-
ー

ル 

ヲ 

ニ 

イ

キ
(

棊
)

ス

コ

ハ
 

ニ 

ハ 

ヲ 

ノ 

ハ 

ノ 

レ 

フ

ル

、 

第
八
損
二
釋
衆
一
失
專
修
云
卞
圍
基
雙
六
不
レ
乖
一
ー
專
修-

女
犯
肉
食
不
レ
妨
一
一
徃
生
一
末
世
持
戒
市
中
虎
也
可
レ
恐
可
レ
悪
若
人
怖
レ
罪
憚
レ 

悪
是
不
レ
憑
レ
佛
之
人
也
上
如
レ
此
鹿
言
流
二
布
国
土
一
為
レ
取
二
人
意

還
成
二
法
怨
一
夫
極
樂
教
門
盛
勧
二
戒
行
一
浄
土
業
因
以
レ
之
為
レ
最
所
以

19
2.
」
 

者
何 

非
ー
ー
戒
律
ー
者
六
根
難
レ
守
恣
一
ー
根
門
一
者
三
毒
易
レ
起
妄
縁
纏
レ
身
念
佛
之
窓
不
レ
靜 

貪
嗔
濁
レ
心
寳
池
之
水
難
レ
澄
此
業
所
レ
感 

豈 

其
浄
土
哉
依
レ
之
浄
土
業
因
盛
用
一
ー
戒
行
一
教
文
如
ー
ー
上
載-

但
末
世
沙
門
無
戒
破
戒
自
他
所
レ
許
也
專
修
之
中
亦
持
戒
人
非
レ
無
今
所
レ
歎

19
占 

”
 

者
全
非
ー
ー
其
儀
一
雖
不
ー
ー
如
レ
實
受
ー
雖
レ
不
一
一
如
レ
説
持
ー
怖
レ
之
悲
レ
之
須
レ
生
二
慙
愧
之
處
一
到
破
戒
為
レ
宗
叶
一
ー
道
俗
之
心-

佛
法
滅
縁
無
レ
大
レ 

キ 

ヨ
リ 

ハ 

ヨ

ノ

ナ

リ

テ
 

ノ 

-
ー
 

ノ 

ト 

ヲ 

ハ 

-- 

厶 

カ
ッ
ヲ 

(

聞
) 

ル 

於
レ
此
洛
邊
近
国
猶
以
尋
常 

至
一
ー
于
北
陸
東
海
等
諸
国
一
者
專
修
僧
尼
盛
以
ー
ー
此
旨

云
云
自
不
一-
勅
宣
一
争
得
二
禁
遏
一
奏
門
之
趣
專
此
在
ー
ー

203

」

24



此

等

荻 

第
九
乱
二
国
土 
一
失

衰

イ

佛
法
王
法
猶
如
一
ー
身
心
一
互
見
ー
ー
其
安
否
一
宜
レ
知
一
ー
彼
盛
裏
ー
當
時
浄
土
法
門
始
興
專
修
要
行
尤
盛
可
レ
謂
王
化
中
興

之
時
飲
但
三
學
已
燒
ハ
宗
将
レ
滅 

天
下
理
乱
亦
復
如
何
所
レ
願
只
諸
宗
与
二
念
佛
一
宛
如
二
乳
水
一
佛
法
与
二
王
道
一
永
均
ニ 

乾
坤
一
而
諸 

20
上

宗
皆
信
一
ー
念
佛
一
雖
レ
無
二
異
心
一
專
修 

深
嫌
ー
ー
諸
宗
一
不
レ
及
ー
ー
同
座
一
水
火
難
レ
並 

進
退
惟 

谷 

若
如
一
ー
專
修
志
一
者
天
下
海
内
佛
事
法
事
早

可
レ
被
ー
ー
停
心
一
钦
而
貴
賤
未
レ
帰
法
命
未
終
盡
者-

全
非
ー
一
他
力
一
忝
我
后
叡
慮
無
レ
動
明
鑒
之
故
也
若
及-
後
代
一
專
修
得
レ
隙
之
時
君
臣
之 

21
こ

コ

ト

ヲ
 

(

芥
)
 

卜 

-- 

-
ー
ヤ
ク
ハ
ウ
ナ
ラ
ン 

イ
ワ
ン
ヤ 

人

ノ

名

也
 

セ
ン 

モ
チ
ィ 

カ
ン 

フ 

ク

ワ

イ

人

ノ

名

也 

ホ
ロ
ホ
セ
シ 

心
視
レ
余
如
苔
者
縱
雖
レ
不
レ
及
ー
ー
停
癡
一
八
宗
誠
有
若 

亡

欤

翎
 

復
弗
沙
蜜
王
之
壊
二
伽
藍
一
也
容3

愚

臣
之
諫
言-

會
昌
天
子
之(

亡)

ーー
 

ェ

僧
尼
一
也
起
一
ー
道
士
之
嫉
妬
一
法
滅
因
縁
将
来
難
レ
測
為
レ
思
ー
ー
此
事-

泣 

達
一
ー
天
騒
一
若
無
二
當
時
之
誡

争
絶
ー
ー
後
昆
之 

惑

鳴
呼
兩
門
随
分 

214

」

之
欝
陶
古
来
雖
レ
多
ハ
宗
同
心
之
訴
訟
前
代
未
聞
之
事
之
軽
重
恭
仰
二
聖
断
一
望
請 

天
裁
仰
ニ
七
道
諸
国
一
被
レ
紅
二
改
沙
門
源
空
專
修
念 

佛

之

宗

義

一

者

世

尊

付

属

之

寄

弥

和

二

法

水(

一)
於
舜
海
之
浪
一
明
王
照
臨
之
徳
永
拂
二
魔
雲
於
堯
日
之
風
一
矣
誠
惶
誠
恐
謹
言 

22
3，
」

224

」

埔)制
進奏

状
一
通

右
件
源
空
偏
執
一
門
都
滅
ハ
宗
天
魔
所
為
佛
神
可
痛
仍
諸
宗
同
心
欲
及
天
奏
之
處
源
空
既
進
怠
状
不
足
欝
陶
之
由
依
院
宣
有
御
制
衆
徒 

驚
歎
還
増
其
色
就
中
叡
山
發
使
加
推
問
之
日
源
空
染
筆
書
起
請
之
役
彼
弟
子
等
告
道
俗
云
上
人
之
詞
皆
有
表
裏
不
知
中
心
勿
拘
外
聞
云 

・
其
後
邪
見
之
利
口
都
無
改
變
今
度
怠
状
又
以
同
前
飲
奏
事
不
實
罪
科
环
重
縱
有
上
皇
之
叡
旨
争
無
明
臣
之
諫
言
者
望
請
息
慈
早
経 

奏
聞
仰
七
道
諸
国
被
停
止
一
向
專
修
条
々
過
失
兼
又
行
罪
科
於
源
空
幷
弟
子
等
者
永
止
破
法
之
邪
執
還
知
念
佛
之
直
道
矣
仍
言
上
如
件 

元
久
二
年
十
月
日

25



音
寛
永
元
歳
次
甲
子
九
月
日
求
之
者
也

持
主
亮
慶

外
題
日

興

福

寺

之

奏

状

議

獻3

裳

事

元
久
二
年
者
貞
慶
住
笠
置
已
離
本
寺
之
後
十
四
年
末
移
海
住
之
前
五
ケ
年
矣

以
上
、
で
き
る
だ
け
原
本
文
を
伝
え
る
べ
く
、
ま
た
研
究
史
料
と
し
て
使
用
で
き
る
よ
う
に
と
収
載
し
、
公

周

が

「
古
本
」
を
以
て
丁 

寧
に
写
し
、
特

に

「
イ
」
す
な
わ
ち
異
本
と
の
校
合 
(
3
 
8

、
104
2

、

13
り
 

し
て
い
る
の
で
、
今
も
そ
の
ま
ま
示
し
て
お
い
た
。
 

と
こ
ろ
で
、
右
の
奏
状
を
閲
読
し
て
強
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
法
然
房
源
空
が
念
仏
宗
を
立
て
て
専
修
念
仏
を
勧
め
る
事
に
対
す
る 

南
都
諸
宗
、
そ
れ
を
代
麦
し
て
興
福
寺
よ
り
の
抗
議
で
あ
り
、
第
一
の
新
宗
を
立
つ
る
事
の
過
失
に
は
じ
ま
り
、
第
二
失
よ
り
以
下
は' 

そ
の
不
当
と
す
る
理
由
を
一
つ
づ
つ
挙
げ
た
も
の
で
、

こ

の

う

ち

特

に

源

空

が

「
偏
依
善
導
」

と

す

る

善

導

の

釈

文(

第
三
失
、

第
六 

失)

に
対
す
る
誤
解
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
弾

圧
を

め

ぐ

っ
て

第

四

失

に

あ

げ

る

「
誹
謗
正
法
」

の
問
題
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と 

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
正
法
を
誹
謗
す
る
謗
法
は
、

い
わ
ゆ
る
信
疑
批
判
に
お
い
て
自
覚
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
信
と
疑
に
関
し 

て
は
、

か

つ

て

聖

覚

が

『
唯
信
抄
』

に

本

文

を

結

ぶ

に

あ

た

り

「
コ

レ

ヲ

ミ

ム

人

サ

タ

メ

テ

ア

サ

ケ

リ

ヲ

ナ

サ

ン

カ

シ

カ

レ

ト

モ 

信
謗
ト
モ
ー
一
因
ト
シ
テ 

ミ
ナ
マ
サ
ニ
淨
土
ニ
ム
マ
ル
ヘ
シ
」

と
誌
し
た
事
に
つ
い
て' 

私
な
り
の
領
解
を
公
に
し
た
が
、

こ
の
こ
と
は
、
 

承
元
の
弾
圧
に
際
し' 

住
蓮
と
安
樂
が
裁
き
の
庭
に
召
さ
れ
、
罪
科
が
定
ま
っ
た
時
、
安

楽

房

遵

西

が

「
見

有

修

行

起

瞋

毒

方

便

破

壊 

競

生

怨

如

此

生

盲

闡

提

輩

毀

滅

頓

教

永

沈

淪

超

過

大

地

微

塵

劫

未

可

得

離

三

途

身

」

の
文
を
誦
し
、

た
め
に
逆
鱗
い
よ
い
よ
盛 

ん
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ

の

こ

と

は

舜

昌

の

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』

第
三
十
三
に
詳
し
く
載
せ
ら
れ
る
が' 

右

の

文

が

善

導

の

『
法
事 

讃

』
下
に
出
拠
を
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
念
仏
の
修
行
者
に
対
し
、
瞋
恚
を
懐
き
破
壊
す
る
も
の
は
頓
教
を
毀
る
も
の
で
、
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そ
の
よ
う
な
人
た
ち
こ
そ
三
途
に
沈
む
も
の
で
あ
る
事
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、

こ

の

釈

文

に

つ

い

て

『
西
方
指
南
抄
』

下
末 

に
次
の
ご
と
く
文
意
を
載
せ
る
。

コ
ノ
文
ノ
コ
、
ロ
ハ
、
浄
土
ヲ
ネ
カ
ヒ
念
佛
ヲ
行
ス
ル
モ
ノ
ヲ
ミ
テ
ハ
、
瞋
ヲ
オ
コ
シ
毒
心
ヲ
フ
ウ
ミ
テ
、

ハ
カ
リ
事
ヲ
メ
ク
ラ
シ. 

ヤ
ウ̂

^

ノ
方
便
ヲ
ナ
シ
テ
、
念
佛
ノ
行
ヲ
破
テ
、

ア
ラ
ソ
ヒ
テ
怨
ヲ
ナ
シ
、

コ
レ
ヲ
ト

、
メ
ム
ト
ス
ル
ナ
リ
、

カ
ク
ノ
コ
ト
キ
ノ 

人
ハ
ヽ
ム
マ
レ
テ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
ゝ
佛
法
ノ
マ
ナ
コ
シ
ヒ
テ
、
佛
ノ
種
ヲ
ウ
シ
ナ
ヘ
ル
闡
提
ノ
輩
ナ
リ
、

コ
ノ
弥
陀
ノ
名
号
ヲ
ト
ナ 

エ
テ
、

ナ
カ
キ
生
死
ヲ
タ
チ
マ
チ
ニ
キ
リ
テ
、
常
住
ノ
極
樂
ニ
往
生
ス
ト
イ
フ
、
頓
教
ノ
法
ヲ
ソ
シ
リ
ホ
ロ
シ
テ
、

コ
ノ
罪
ニ
ョ
リ 

テ
、

ナ
カ
ク
三
悪
二
シ
ツ
ム
ト
イ
エ
ル
ナ
リ
、

カ
ク
ノ
コ
ト
キ
ノ
人
ハ
、
大
地
微
塵
劫
ヲ
ス
ク
ト
モ
、

ム
ナ
シ
ク
三
悪
道
ノ
ミ
ヲ
ハ 

ナ

ル

、
事
ヲ
ウ
へ
カ
ラ
ス
ト
イ
エ
ル
ナ
リ
、

サ
レ
ハ
サ
ヤ
ウ
ニ
妄
語
ヲ
タ
ク
ミ
テ
申
候
覧
人
八
ヽ
カ
へ
り
テ
ア
ハ
レ
ム
へ
キ
モ
ノ
ナ 

り\

サ
ホ
ト
ノ
モ
ノ
、
申
サ
ム
ニ
ョ
リ
テ' 

念
佛
ニ
ウ
タ
カ
ヒ
ヲ
ナ
シ
、

不
審
ヲ
オ
コ
サ
ム
モ
ノ
ハ
ヽ
イ
フ
ニ
タ
ラ
サ
ル
ホ
ト
ノ
事 

ニ
テ
コ
ソ
候
八
メ
、

オ
ホ
カ
タ
弥
陀
二
縁
ア
サ
ク
、
往
生
二
時
イ
タ
ラ
ヌ
モ
ノ
ハ
ヽ
キ
ケ
ト
モ
信
セ
ス
、
行
ス
ル
ヲ
ミ
テ
ハ
、
腹
ヲ 

タ
テ
ィ
カ
リ
ヲ
含
テ
、

サ
マ
タ
ケ
ム
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
候
也
、

ソ

ノ

コ

、
ロ
ヲ
エ
テ
、

イ
カ
ニ
人
申
候
ト
モ
、
御

コ

、
ロ
ハ
カ
リ
ハ 

ユ
ル
カ
セ
タ
マ
フ
へ
カ
ラ
ス
、

ア
ナ
カ
チ
ニ
信
セ
サ
ラ
ム
ハ
、
佛
ナ
ホ
チ
カ
ラ
オ
ヨ
ヒ
タ
マ
フ
マ
シ
、

イ
カ
ニ
イ
ハ
ム
ヤ
、
凡
夫
チ 

カ
ラ
オ
ヨ
フ
マ
シ
キ
事
也
、

カ

、
ル
不
信
ノ
衆
生
ノ
タ
メ
ニ
、
慈
悲
ヲ
オ
コ
シ
テ
利
益
セ
ム
ト
オ
モ
フ
ニ
ッ
ケ
テ
モ
、

ト
ク
極
樂
へ 

マ
イ
リ
テ
、

サ
ト
リ
ヒ
ラ
キ
テ
、
生
死
ニ
カ
へ
リ
テ
、
誹
謗
不
信
ノ
モ
ノ
ヲ
ワ
タ
シ
テ' 

一
切
衆
生
ア
マ
ネ
ク
利
益
セ
ム
ト
オ
モ
フ 

へ
キ
事
ニ
テ
候
也
、

コ
ノ
ヨ
シ
ヲ
御
コ
、
ロ
エ
テ
、

オ
ハ
シ
マ
ス
ヘ
シ

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
、
津
戶
三
郎
入
道
へ
出
さ
れ
た
源
空
御
返
事
の
一
部
で
あ
り
、

こ

の

文

に

先

立

っ

て

「
ソ
ラ
コ
ト
ヲ
カ
マ
へ
テ
、 

サ
ヤ
ウ
ニ
念
佛
ヲ
申
ト
、
メ
ム
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
ヽ
コ
ノ
サ
キ
ノ
ヨ
ニ
念
佛
三
昧
、
浄
土 
ノ
法
門
ヲ
キ
カ
ス
ヽ
後
世
二
マ
タ
三
悪
道
ニ
カ
へ 

ル
へ
キ
モ
ノ
、

シ
カ
ル
へ
ク
シ
テ
、

サ
ヤ
ウ
ノ
事
オ
ハ
タ
ク
ミ
申
候
事
ニ
テ
候
ナ
リ
、

ソ
ノ
ヨ
シ
聖
教
ニ
ミ
ナ
ミ
エ
テ
候
也
」

と
あ
り
、 

そ

の

聖

教

と

し
て

善

導

『
法
事
讃
』

の
文
を
掲
げ
、
文
意
を
詳
述
さ
れ
た
。
而
し
て
、
そ

れ

が

「
ソ
ラ
コ
ト
ヲ
カ
マ
ヘ
テ
」

と
、
即
ち
虚
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言
を
た
く
ら
む
人
た
ち
こ
そ
、
ま
さ
し
く
仏
種
の
な
い
闡
提
の
輩
で
あ
り
、
三
悪
道
に
沈
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、

こ
う
し 

た
師
源
空
の
教
を
う
け
た
親
鸞
の
場
合
、
そ

の

消

息

中

に

「
そ
ら
ご
と
を
ま
ふ
し
、

ひ
が
ご
と
に
ふ
れ
て
、
念
佛
の
人
々
に
お
ほ
せ
ら
れ 

つ
け
て' 

念
佛
を
と£

め
ん
と' 

と
こ
ろ
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
の
御
は
か
ら
ひ
ど
も
の
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
こ
と' 

よ
く
よ
く
や
う
あ
る
べ 

き
こ
と
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は' 

釋
迦
如
來
の
み
こ
と
に
は
、
念
佛
す
る
人
を
そ
し
る
も
の
を
ば
、
名
无
眼
人
と
ゝ
き
、
名
无
耳
人
と
お
ほ 

せ
お
か
れ
た
る
こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
」(

『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
九)

と
い
い
、

虚
言
を
申
し
僻
事
に
も
関
係
し
て
、
在

地

権

力

者

の

「
御
は 

か
ら
ひ
」
を

「
や
う
あ
る
」
す
な
わ
ち
事
情
の
あ
る
こ
と
と
し
て
、

そ

の

「
ゆ
へ
」

理

由

を

「
名
无
眼
人
」

「
名
无
耳
人
」

と

い

う

『
安 

楽
集
』
所

引

の

『
目
連
所
問
経
』

に
も
と
め
、

さ

ら

に

善

導

の

「
五
濁
増
時
多
疑
謗 

道
俗
相
嫌
不
用
聞 

見
有
修
行
起
瞋
毒 

方
便
破 

壊
競
生
怨
」(

『
法
事
讃
』
下)

と
の
、

い
わ
ゆ
る
経
釈
の
文
を
あ
げ
、

つ

づ

い

て

「
こ
の
世
の
な
ら
ひ
に
て
、
念
佛
を
さ
ま
た
げ
ん
人
は
、
 

そ
の
と
こ

ろ

の

領

家

・
地
頭
・
名
主
の
や
う
あ
る
こ
と
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
は
め
、 

と
か
く
ま
ふ
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
念
佛
せ
ん
ひ
と̂

^
 

は
、

か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
、
あ
は
れ
み
を
な
し
不
便
に
お
も
ふ
て
、
念
佛
を
も
ね
ん
ご
ろ
に
ま
ふ
し
て
、
さ
ま
た
げ
な
さ 

ん
を
、

た
す
け
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
こ
そ
、

ふ
る
き
人
は
ま
ふ
さ
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
が
。

よ
く-'
—-

-
御

た
づ
ね
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
」

と
あ 

り
、

ふ
た
た
び
念
仏
者
に
妨
害
を
加
え
る
人
た
ち
が
、
在

地

の

領

主

・
地

頭

・

名

主

の

「
や
う
あ
る
こ
と
」

と
、
再
び
示
さ
れ
る
と
共
に
、 

こ
れ
ら
の
人
た
ち

に
対
し
て

念
仏
者
は

「
あ
は
れ
み
」

「
た
す
け
」

る

よ

う

に

と

「
ふ
る
き
人
」
が
申
さ
れ
た
と
い
う
。

こ

こ

に

い

う

「
ふ 

る
き
人
」

は
、
旣
に
先
学
も
指
摘
さ
れ
る
如
く
師(

法
然
上
人)

の
源
空
と
確
か
め
う
る
の
で
、
先

に

掲

げ

た

『
西
方
指
南
抄
』

よ
り
の
記 

載
も
、
史
料
と
し
て
充
分
に
応
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ

だ

け

に

『
法
事
讃
』

の
引
文
部
分
が
、
親
诱
の
消
息
中
に
挙
げ
ら
れ
た
と 

こ
ろ
と
少
し
異
な
る
事
は
留
意
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
源
空
の
場
合
は
、
『
選
択
集
』
十

六

・
愍

勲

章

に

引

か

れ

た

「
世
尊
説
法
、
時
將
レ 

了
、

愍
勲
付
一
屬 

彌
陀
名
へ 

五
濁
増
時
多
一-

疑

謗

へ  

道
俗
相
嫌 

不
レ
用
レ
聞
、

見
レ
有
二
修
行
一
起
二
瞋
毒
へ 

方

便

破

壞

競 

生
レ
怨
、
 

如
レ
此
生
盲
闡
提
輩
、
毀
ー
ー
滅
頓
教
一
永
沈
淪
、
超
二
過 

大
地
微
塵
劫
へ
未
レ
可
レ
得
レ
離
ー
ー
三
途
身へ

大
衆
同
心
、
皆
懺
ー
ー
悔 

所
有
破 

法
罪
因
縁
ー
」

の
う
ち
、

安

楽

房

が

誦

し

た

の

は

「
見
有
修
行
起
瞋
毒
」

よ

り

「
未
可
得
離
三
途
身
」

ま
で
の
文
で
あ
り
、

親
鸞
消
息
の
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文

は

「
五
濁
増
時
多
疑
謗
」

よ

り

「
方
便
破
壞
競
生
怨
」

ま
で
で
あ
り
、

し
か
も
親
鸞
の
場
合
は
こ
の
釈
文
の
み
な
ら
ず
経
文
を
明
か
し
、 

経

釈

の

伝

統

よ

り

「
や
う
あ
る
こ
と
」

を
聞
思
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
、

五
濁
増
ノ
ト
キ
イ
タ
リ

疑
謗
ノ
ト
モ
カ
ラ
オ
ホ
ク
シ
テ 

道
俗
ト
モ
ニ
ア
ヒ
キ
ラ
ヒ 

修
ス
ル
ヲ
ミ
テ
ハ 

ア
タ
ヲ
ナ
ス 

と

詠

ま

れ

た

和

讃(

『
高
僧
和
讃
』
善
導
讃
廿
二)

に
よ
く
窺
わ
れ
、

こ
の
こ
と
よ
り
次
の
和
讃

本
願
毀
滅
ノ
ト
モ
カ
ラ
ハ

生
盲
闡
提
ト
ナ
ツ
ケ
タ
リ

大
地
微
塵
劫
ヲ
へ
テ

ナ
カ
ク
三
塗
ニ
シ
ツ
ム
ナ
リ

を
嚙
み
し
め
る
時
、
本
願
毀
滅
も
生
盲
闡
提
も
他
人
事
で
な
く
、
何

よ

り

も

『
教
行
証
文
類
』

の

信

・
化
両
巻
の
対
応
、
す
な
わ
ち
親
鸞 

の
批
判
精
神
よ
り
、
問
題
の
信
疑
が
自
分
自
身
の
重
要
な
課
題
と
し
て
悲
歎
さ
れ
る
。
而
し
て
、

こ

の

こ

と

は

『
唯
信
抄
』

の
表
現
と
も 

関
わ
り
、
『
教
行
証
文
類
』
を

結

ぶ

に

あ

た

り

「
信
順
為
一
ー
因-

疑
謗
為
一-

縁
ー
信
樂
彰
ー
ー
ー
於
ー
ー
願
カ
ー
妙
果
顯
ー
ー
ー
於
二
安
養
一
矣
」

と
誌
し
た
事 

は
、
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
、

そ

れ

は

同

じ

く

後

序

の

は

じ

め

に

「
竊
以 

聖
道
諸
敎
行
證
久 

廢
淨
土
眞
宗
證
道
今 

盛 

然
諸
寺
釋
門
昏
一
ー
敎
一
兮 

不
一
ー
ー
知
一
一
眞
假
門
戶
一
洛
都
儒
林
迷
二
行
一
兮
無
一
ー
辯
ー
ー
邪
正
道
路
一
」

と
し
て
、
興
福
寺
奏
状
に
よ
る
承
元
元
年
の

「
眞
宗
興
隆
大
祖
源
空
法
師
幷
門
徒
數
輩
不
ー
ー
ー
考
ー
ー
罪
科
一
猥
坐
一
ー
死
罪
一
或
改
ー
ー
僧
儀
一
賜
ー
ー
ー
姓
名
一
處
ー
ー
遠
流

」

と
な
り
、
専
修
念
仏
を
停
止 

し
真
宗
を
弾
圧
す
る
も
の
で
、
そ

の

宗

が

受

け

た

難

に

「
予
是
一
也
」

と
遠
流
の
一
人
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
、
そ
の
親
鸞
が
自
ら
筆
を
執 

っ
た
も
の
で
、
そ

の

記

録

は

恵

空

が

「
宗
旨
留
難
」

の
第
一
に
か
か
げ
ら
れ
、

つ
い
で
度
か
さ
な
る
留
難
を
列
挙
さ
れ
た
に
つ
い
て
、
親
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鸞
を
宗
祖
と
す
る
真
宗
の
歴
史
を
考
察
す
る
上
で
、
今

回

は

先

ず

最

初

の

「
御
在
世
遠
流
」

が
、
ど
の
よ
う
な
事
縁
で
惹
起
し
た
か
を
、 

東

大

寺

図

書

館

所

蔵

の

「
興
福
寺
奏
状
」
を
紹
介
し
な
が
ら
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

な
お
、
親
鸞
の
後
お
よ
そ
二
百
年
、 

真
宗
の
再
興
を
志
願
し
た
本
願
寺
蓮
如
が
寛
正
六
年(

一
四
六
五)

山
徒
よ
り
大
谷
本
願
寺
破
却
の

⑥
 

弾
圧
を
う
け
な
が
ら
、
志
願
の
実
現
に
身
を
捨
て
て
の
生
涯
中
、
そ
の
言
行
の
な
か
次
の
一
条
に
心
う
た
れ
る
。
 

一
仏
説-
一
信
謗
ア
ル
ヘ
キ
由
説
ヲ
キ
給
へ
り
。
信
ス
ル
者
ハ
カ
リ
ー
一
謗
人
ナ
ク
ハ' 

ト
キ
ヲ
キ
給
フ
事
、

イ

カ

、
ト
思
フ
へ
キ
ニ
、

ハ 

ヤ
謗
ス
ル
モ
ノ
有
ウ
へ
八
、
信
セ
ン
ー
ー
ヲ
ヒ
テ
ハ
必
ス
往
生
決
定
ト
ノ
仰
セ
ナ
リ
。
歎
異
抄
見
歟
。
 

こ
れ
は' 

実

悟

編

『
蓮
如
上
人
仰
条
・
』

に
載
せ
る
も
の
で
、
最

後

に

少

さ

く

「
歎
異
抄
見
歟
」

と
あ
る
の
が
注
意
を
惹
く
。
今

『
歎 

異
抄
』

の
中
に
、
右
の
信
謗
に
つ
い
て
の
個
所
を
求
め
る
と
、
そ
れ
は
第
九
条
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
私
の
推
測
で
あ
っ
て 

更
に
今
後
の
研
究
に
ま
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
第

九

条

は

「
不
喜
不
快
」(

『
聞
記
』
に
よ
る)

の
章
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

私
に 

『
教
行
証
文
類
』
信
巻
の
真
仏
弟
子
釈
と
の
関
係
に
お
い
て
述
べ
た
が' 

と
も
か
く
問
答
を
め
ぐ
っ
て
の
第
九
条
に
留
意
す
べ
き
こ
と
を 

付
記
し
て
、

一
応
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

註

① 

『
真
宗
教
学
研
究
』
第

14
号
。

②
 

『
真
宗
史
料
集
成
』
第
入
巻
の
三
三
九
、
三
四
〇
頁
。

③
 

大
谷
大
学
編
『
真
宗
年
表
』
に
超
勝
寺
の
第
七
世
「
顕

祐
(

教
芳)

文
禄
二
・
六

・
二
九㈣

」
と
あ
る
。

④
 

『
真
宗
教
学
史
の
研
究2
』
三
ニ
ニ
〜
五
頁
。

⑤
 

宮
地
廓
慧
『
御
消
息
集
講
讃
』
六
四
頁
。

@
 

『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
の
四
七
六
頁
。

⑦
 

『
真
宗
教
学
史
の
研
究2
』

一
四
四
〜
ニ
ハ
ー
頁
。
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